
○
文
部
科
学
省
告
示
第
百
三
十
七
号

海
外
の
美
術
品
等
の
我
が
国
に
お
け
る
公
開
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
十
五
号
）
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
強
制
執
行
、
仮
差
押
え
及
び
仮
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
海
外
の
美
術
品
等
を
次
の
と

お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

文
部
科
学
大
臣

松
野

博
一



 

サ
ム
ソ
ン
と
デ
リ
ラ 

ル
ク
レ
テ
ィ
ア 

指
定
を
し
た
海
外
の
美
術
品
等

（
以
下
「
指
定
美
術
品
等
」
と
い

う
。
）
の
名
称 

同
右 

平
成
二
十
八
年
九
月 

三
十
日 

   
指
定
を
し
た
日 

同
右 

平
成
二
十
八
年
十
月
一

日
か
ら
平
成
二
十
九
年

四
月
三
十
日
ま
で 

指
定
の
有
効
期
間 

同
右 

株
式
会
社
Ｔ
Ｂ
Ｓ
テ
レ
ビ 

事
業
局
長 

吉
田 

尚
子 

東
京
都
港
区
赤
坂
五
―
三
―
六 

独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
国
立
西
洋
美

術
館 

館
長 

馬
渕 

明
子 

東
京
都
台
東
区
上
野
公
園
七
―
七 

独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
国
立
国
際
美

術
館 

館
長 

山
梨 

俊
夫 

大
阪
府
大
阪
市
北
区
中
之
島
四
―
二
―
五

十
五 

指
定
美
術
品
等
を
公
開
し
よ
う
と
す
る
者

の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

同
右 

国
立
西
洋
美
術
館 

東
京
都
台
東
区
上
野
公
園
七
―
七 

平
成
二
十
八
年
十
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
九
年

一
月
十
五
日
ま
で 

国
立
国
際
美
術
館 

大
阪
府
大
阪
市
北
区
中
之
島
四
―
二
―
五
十
五 

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
四
月
十

六
日
ま
で 

指
定
美
術
品
等
を
公
開
す
る
予
定
の
施
設
の
名
称

及
び
所
在
地
並
び
に
指
定
美
術
品
等
を
公
開
す
る

予
定
の
期
間 


